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平成 29年６月１日 

各  位 

 

会 社 名 株 式 会 社 メ デ ィ ネ ッ ト 

代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 木 村  佳司 

 （コード番号 2370 東証マザーズ） 

問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 宮 本  宗 

 （TEL. 045-478-0041） 

 

 

第三者割当による新株式、転換価額修正条項付第３回無担保転換社債型新株予約権付社債及び

行使価額修正条項付第 12回新株予約権の発行に関するお知らせ 
 

当社は、平成 29年６月１日開催の当社取締役会において、以下のとおり、第三者割当により発行され

る新株式（以下、「本株式」という。）、転換価額修正条項付第３回無担保転換社債型新株予約権付社

債（以下、「本新株予約権付社債」という。）及び行使価額修正条項付第 12回新株予約権（以下、「本

新株予約権」という。）の発行（以下、「本第三者割当」という。）を行うことについて決議いたしま

したので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 募集の概要 

 

①新株式 

（1）払込期日 平成 29年６月 19日 

（2）発行新株数 普通株式 1,372,400 株 

（3）発行価額 1 株につき 118円 

（4）資金調達の額 161,943,200 円 

（5）資本組入額 80,971,600 円 

（6）資本組入額の総額 59.0円 

（7）募集又は割当方法 

（割当予定先） 

第三者割当の方法により、以下のとおり、割り当てます。 

マッコーリー・バンク・リミテッド    525,000株 

シミックホールディングス株式会社    847,400株 

(8)その他 
前号各号については、金融商品取引法による届出書の効力発生を

条件とします。 

（注）末尾に本株式の発行要項を添付しております。 

 

②転換価額修正条項付第３回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（1）払込期日 平成 29年６月 19日 

（2）新株予約権の総数 48 個 
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（3）社債及び新株予約権 

の発行価額   

1 個につき 6,250,000 円 

各本社債の額面金額 100円につき 100円 

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。 

（4）当該発行による潜在株式数 

2,290,000 株 

上限転換価額はありません。 

上記潜在株式数は、当初転換価額で転換された場合における最大

交付株式数です。 

下限行使価額は、79円ですが、下限転換価額における潜在株式数

は 3,797,400株です。 

（5）資金調達の額 300,000,000 円 

（6）転換価額及びその修正条件 

当初転換価額 131 円 

転換価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引

日の株式会社東京証券取引所マザーズ市場（以下「東証マザーズ」

といいます。）における当社普通取引の終値（以下「東証終値」

といいます。）の 90％に相当する価額（小数点第３位まで算出し、

小数点第３位を繰り上げた価額）にそれぞれ修正されます。（以

下「修正後転換価額」といいます。）但し、修正後転換価額が 79

円（以下「下限転換価額」といいます。）を下回ることとなる場

合には、修正後転換価額は下限転換価額とします。 

（7）募集又は割当方法 

（割当予定先） 

第三者割当の方法により、全額をマッコーリー・バンク・リミテ

ッドに割り当てます。 

（8）償還価額 各本社債の額面 100円につき金 100 円 

（9）利率 年率 0.5％ 

（10）その他 
上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の

効力発生を条件とします。 

（注）末尾に本新株予約権付社債の発行要項を添付しております。 

 

③行使価額修正条項付第 12 回新株予約権 

（1）払込期日 平成 29年６月 19日 

（2）新株予約権の総数 125,000 個 

（3）発行価額   

総額 17,500,000 円（本新株予約権 1個につき 140円） 

（4）当該発行による潜在株式数 12,500,000 株 

上限行使価額はありません。 

下限行使価額は、79 円です。なお、本新株予約権の全部が下限行

使価額で行使された場合においても、発行される株式数は

12,500,000 株です。 
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（5）資金調達の額 1,655,000,000 円 

（内訳） 

新株予約権発行分   17,500,000 円 

新株予約権行使分 1,637,500,000 円 

すべての新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算

出された金額です。別記「行使価額及び行使価額の修正条件」欄

により、行使価額が修正された場合には、上記株式の発行価額の

総額は増加又は減少します。また、新株予約権の権利行使期間内

に行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場

合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記株式

の発行価額の総額は減少します。 

（6）行使価額及び行使価額の修

正条件 

当初行使価額 131 円 

下限行使価額  79 円（当初行使価額の 60％相当額） 

行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引

日の東証マザーズにおける当社普通取引の終値（以下「東証終値」

といいます。）の 90％に相当する価額（小数点第３位まで算出し、

小数点第３位を繰り上げた価額）にそれぞれ修正されます。但し、

修正後の価額が下限行使価額（79円）を下回ることとなる場合に

は、下限行使価額を修正後の行使価額とします。 

（7）募集又は割当方法 

（割当予定先） 

第三者割当の方法により、第三者割当の方法により、マッコーリ

ー・バンク・リミテッドに割り当てます。 

（8）本新株予約権の行使期間 平成 29年６月 20日（本新株予約権の払込完了以降）から平成 31

年 6月 19日までとする。 

（9）その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の

効力が発生することが条件になります。 

（注）末尾に本新株予約権の発行要項を添付しております。 

 

２． 募集の目的 

（１）資金調達の主な目的 

当社グループは、平成11年４月より免疫細胞療法総合支援サービス契約に基づいて、医療機関にお

ける免疫細胞治療の安全かつ効率的な実施を支援して参りました。免疫細胞療法総合支援サービスに

おいては、①細胞加工施設の企画設計、設置、運用、保守管理等、②ＣＰＣ（細胞加工施設）の使用

許諾、③生産技術及び品質管理技術、ノウハウの供与等、④細胞輸送に係る技術・ノウハウ等の供与

等、⑤専門の知識と技術を有する技術者の出向、⑥材料及び資材、試薬、消耗品等の供給等、⑦「オ

ーダーメイド医療管理システム」の供与、及び運用保守等、を契約医療機関に提供して参りました。

特にＣＰＣ（細胞加工施設）の使用許諾を医療機関に提供し、免疫細胞治療の実現の支援をして参り

ました。しかしながら、平成23年９月期から平成27年９月期まで５期連続で売上高が減少していたこ

とや、多額の研究開発費用が先行して計上されること等により、平成23年９月期より６期連続して親

会社株主に帰属する当期純損失を計上するに至っております。 

そのため、当社グループは連続赤字からの脱却を図るべく、平成26年11月に施行された新たな再生・

細胞医療に関する規制制度の枠組みである「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」及び「医薬

品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（以下「関係法令」という。）に

よる新たな規制環境の変化を捉え、これまで事業の中核をなしていた医療機関向け免疫細胞療法総合

支援サービスに加えて、企業等に向けた細胞加工業への展開等、新たなビジネス領域を拡大すること
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で、早期の黒字化を達成するとともに、将来的には、細胞医療製品を開発し、製造販売承認を取得す

ることで、今後の成長を目指してまいります。 

今回の資金調達では、早期の黒字化達成に向けて、① 平成26年11月に施行された新たな再生・細

胞医療に関する規制制度の枠組みの下で、再生・細胞医療分野での企業等による「細胞加工業」が認

められることに伴い、既存の事業領域であった「免疫細胞療法総合支援サービス」における当社の主

要顧客である医療法人社団滉志会グループの瀬田クリニック新横浜、瀬田クリニック大阪、瀬田クリ

ニック福岡の３医療機関に併設されている細胞培養加工施設を統廃合して当社に移管し、当社が直接

管理運営等を実施することでより効率的な細胞加工を実現し、事業収益の改善につなげること、②「再

生医療等製品」の製造販売承認を目指す企業の治験や医師主導治験、さらにはこれらの再生医療等製

品の製造販売承認取得後の商業生産を行う企業からの製造受託拡大への取組みとして、品川細胞培養

加工施設の能力を増強すること、③ 短期借入金返済及び第２回新株予約権付社債繰上償還により当

該短期借入金や新株予約権付社債に係る支払金利等の削減を実現し、事業収益性の改善を目指すこと

を目的として、第三者割当による新株式、転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行による

資金調達を実施することといたしました。 

 

（２）本資金調達方法を選択した理由 

当社は平成 23年９月期から平成 27年９月期まで５期連続で売上高が減少しており、平成 23 年９

月期より６期連続して親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、早期の黒字化及び当社の

事業収益性業績の改善に向けて上前記「(1)  資金調達の主な目的」に記載のとおり、①細胞培養加

工施設の当社の直接管理運営等による効率的な細胞加工の実現、②細胞培養加工施設の能力の増強、

③短期借入金返済及び第２回新株予約権付社債繰上償還による当該短期借入金や新株予約権付社債

に係る支払金利等の削減の実現を図る必要があると考えております。そのため、これらの資金調達

方法を検討するため複数の証券会社等の金融機関等へ打診したところ、割当予定先であるマッコリ

―・バンク・リミテッドから、新株式、転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権を組み合わせ

た事業資金投資の提案、また、他の金融機関から新株予約権による資金調達の提案があり、当該提

案を含めて「(3)  本スキームについて」に記載のメリット、デメリットや、「(4)  当社のニーズ

に応じ、配慮した点」に記載の株価への影響や希薄化の抑制、資金調達の柔軟性及び段階的・追加

的な資金調達の実現可能性、さらに「(5)  他の資金調達方法」に記載の他の資金調達方法について、

検討した結果、割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドから提案された本スキームは

株価に対する過度の下落圧力を回避することで既存株主の利益に配慮しつつ必要資金を調達して中

長期的に企業価値の向上を目指すという当社のニーズを充足し得るものであることから、第三者割

当による新株式、転換価額修正条項付新株予約権付社債、行使価額修正条項付新株予約権発行を組

み合わせた資金調達方法（以下「本スキーム」といいます。）が現時点において最適な選択である

と判断し、これを採用することを決定しました。 

本第三者割当の方法による新株式の発行に転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行を

組み合わせた資金調達では、当社株式の株価・流動性の動向次第で実際の調達金額が当初想定され

ている金額を下回る可能性があるものの、希薄化懸念は相対的に抑制され、株価への影響の軽減が

期待されます。 

 

 ＜本スキームについて＞ 
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本件の資金調達は、当社が割当予定先に対し新株式とともに、本新株予約権付社債及び本新株予約権を割り

当て、本新株予約権付社債の発行、本新株予約権に係る払込み及び割当予定先による本新株予約権の行使に

よって当社が資金を調達する仕組みとなっております。 

本新株予約権付社債の転換価額及び本新株予約権の行使価額は当初131円としますが、転換又は行使直前取

引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終

値）の90％に相当する金額（円位未満小数第３位まで算出し、小数第３位の端数を切り上げた金額）に修正

されます。但し、上記の計算により修正後の行使価額が下限行使価額（79円）を下回ることとなる場合には、

行使価額は下限行使価額とします。 

本株式で発行される株式の数は1,372,400株（当該株式に係る議決権は13,724個）、全ての本新株予約権付

社債が当初転換価額で転換された場合に交付される当社普通株式の数は最大で2,290,000株（当該株式に係る

議決権は22,900個）（但し、下限転換価額で転換された場合に交付される当社普通株式の数は最大で3,797,400

株（当該株式に係る議決権は37,974個））、本新株予約権が行使された場合に交付される当社普通株式の数

は12,500,000株（当該株式に係る議決権数は125,000個）、合計16,162,400株（議決権は161,624個）であり、

平成29年６月１日現在における当社の発行済株式総数92,678,009株（当該株式に係る議決権数は926,738個）

を分母とする希薄化率は17.44％（議決権数に係る希薄化率は17.44％）となります（但し、本新株予約権付

社債が下限転換価額で全て転換されたと仮定した場合に交付される当社普通株式の数は、合計17,669,800株

（議決権は176,698個）となり、希薄化は19.07％（議決権数に係る希薄化率は19.07％））。 

また、本スキームには、以下のようなメリット及びデメリットがあります。なお、当社としては、以下に

記載するように、本スキームのデメリットは主に当社普通株式の株価が低迷した場合に予定した金額の資金

調達が実現できず、また、本新株予約権者が当社普通株式を市場で売却することが株価の下落要因になるこ

とであると考えております。しかし、本スキームは、以下に記載するメリットにより財務基盤の安定に資す

るものと見込んでおります。 

 ＜メリット＞ 

 ① 本新株予約権における最大交付株式数の限定 

本新株予約権の目的である当社普通株式数は、12,500,000株で固定されており、最大交付株式数が限定

されております。そのため、将来の株価動向によって行使価額が修正された場合であっても、当初の見込

みを超える希薄化が生じるおそれはありません。 

 

 ② 本新株予約権における取得条項による取得及び消却 

将来的に本新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場合等には、当社取締役会の決議に基づき、

本新株予約権の払込期日の翌日以降、14歴日前までに通知をしたうえで、いつでも残存する本新株予約権

を取得条項に基づき取得することにより、希薄化の規模を抑制することが可能となっております。但し、

当社取締役会が本新株予約権の取得を決議した場合であっても、取得日の前日までは割当予定先は本新株

予約権を行使することができます。なお、取得価額は発行価額と同額であり、追加的な費用負担は発生い

たしません。 

  

 ③ 当社による不行使期間の指定 

 割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドとの間の買取契約において、当社は、本新株予約

権の行使に関して、株式購入保証期間（以下に定義します。）及び本新株予約権付社債が残存する期間を

除く本新株予約権の行使期間中、本新株予約権者が本新株予約権を行使することができない期間（以下「不

行使期間」（注）といいます。）を４回まで定めることができる旨が定められる予定です。これによって

当社は、割当予定先による権利行使時期に一定の制限を課し、一定程度、権利行使のタイミングを選択す

ることが可能になります。 

 

（注）不行使期間 
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１回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当予定先に対し、当該期間の初日から遡って３取引

日前までに書面により不行使期間の通知を行います。 

 

 ④ 株式購入保証期間 

割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドとの間の買取契約において、本新株予約権付社債の

元本全額が償還又は新株予約権付社債に付された新株予約権の全てが行使により消滅した後、本新株予約

権の行使期間中において、当社は下記のとおり株式購入保証期間を設定することができる旨が定められる

予定です。割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドは、この株式購入保証期間である20適格

取引日の間に、最大250百万円を提供するため新株予約権をその裁量で1回又は複数回に分けて行使するこ

とを保証します。当初の株式購入保証期間が終了した場合、当社は、さらに株式購入保証期間を設定する

ことができます。 

取引日が「適格取引日」に該当するためには、以下の全ての条件を充足する必要があります。 

 当社の株価が下限行使価額を10％上回っていること 

 当社の株価が直前取引日の終値から10％以上下落していないこと 

 株式購入保証期間中のマッコーリー・バンク・リミテッドの行使が制限超過行使に該当せず、又は私

的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第11 条第１項本文所定の制限に抵触しないこと 

 マッコーリー・バンク・リミテッドが借株を行った場合を除き、行使していたものの、当該行使によ

り取得することとなる株式が行使日から３取引日を超えて交付されていない新株予約権が存在してい

ないこと 

 当該取引日の当社株式の日次売買代金が、45百万円を上回っていること 

 当該取引日が不行使期間に該当しないこと 

  買取契約に基づく当社の表明保証のいずれかに表明保証時点において誤りがある場合又は不正確であ

ったことが表明保証時点後に明らかになった場合（但し、本条件に抵触した場合でも、割当予定先で

あるマッコーリー・バンク・リミテッドは、その裁量で適格取引日とみなすことができます。） 

  当社が買取契約に定める誓約事項のいずれかに違反している場合（但し、本条件に抵触した場合でも、

割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドは、その裁量で適格取引日とみなすことができ

ます。） 

 

⑤ 本スキームによる機動的な資金の調達 

  本スキームは、新株式、新株予約権付社債、新株予約権を同時に発行することで、新株式と新株予

約権付社債の発行によって、アップフロントで短期的な資金調達ができ、また、今後の市場環境等を

勘案しつつ、適格取引日による条件付きではありますが、株式購入保証期間によって当社が必要とす

る資金を機動的に調達することができるため、既存株主の利益に対する影響を一定程度抑えながら自

己資本を増強できるメリットがあります。 

 

＜デメリット＞ 

① 当初資金調達額が限定的 

 本第三者割当は、本株式及び本新株予約権付社債の発行によって、一定程度の資金の払込がされるも

のの、本資金調達の主要部分を占める本新株予約権を用いた資金調達の特徴として、本新株予約権の発

行時点では本新株予約権の発行価額の総額の資金調達がなされ、その後、新株予約権者による権利行使

があって初めて、本新株予約権の目的となる割当株式数に行使価額を乗じた金額の資金調達がなされる

ため、本新株予約権の発行時点では、資金調達額が限定されます。 

② 株価低迷時に資金調達が当初想定額を大きく下回る可能性 

 株価が長期的に当初行使価額を下回った場合には、行使価額が修正（上記「本スキームについて」を

ご参照ください。）されるため、本新株予約権による最終的な資金調達額が当初想定額を大きく下回る
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可能性があります。また、当社の株価が本新株予約権付社債の下限行使価額である 79円を下回って推移

するような場合、本新株予約権付社債の転換が進まず、社債として償還するための資金調達が必要とな

る可能性があります。 

③ 割当予定先が取得する本株式、本新株役権付社債の転換及び本新株予約権の行使により取得した当社株

式を市場売却した場合、当社株価が下落する可能性 

 割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドが本新株予約権付社債の転換及び本新株予約権

の行使により取得した当社株式に係る保有方針は純投資目的であることから、割当予定先が当該当社株

式を市場で売却した場合には、当社株価が下落し、既存株主が不利益を被る可能性があります。 

④ 割当予定先が本新株予約権を行使せず、資金調達がなされない可能性 

 割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドに本新株予約権の行使義務が生じる場面は限ら

れていますので、割当予定先が本新株予約権の行使を行わない場合、資金調達額は、当社が当初想定し

た額を下回る可能性があります。 

⑤ 買取請求により資金調達が当初想定額を大きく下回る可能性 

マッコーリー・バンク・リミテッドとの間の買取契約には、本新株予約権に関して、①いずれかの取

引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して本新株予約

権に係る下限行使価額の80％（64円）（但し、新株予約権発行要項第11項により行使価額が調整される

場合には、当該行使価額の調整に応じて適宜に調整されるものとします。）を下回った場合、②いずれ

かの20連続取引日間の当社普通株式の１取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出

来高が、平成29年６月１日（なお、同日は含まない。）に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の１取

引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高（但し、新株予約権発行要項第６項第

２号乃至第４号により割当株式数が調整される場合には、当該割当株式数の調整に応じて適宜に調整さ

れるものとします。）の50％を下回った場合、③割当予定先が本新株予約権の行使期間満了の１ヶ月前

の時点で未行使の本新株予約権を保有している場合、④本新株予約権付社債について期限の利益を喪失

した場合、又は、⑤東京証券取引所における当社普通株式の取引が５取引日以上の期間にわたって停止

されている場合には、割当予定先は、それ以後いつでも（株式購入保証期間中であるか否かを問いませ

ん。）、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部を買

い取ることを請求することができる旨が定められる予定です。当社は、当該買取請求に係る書面が到達

した日の翌取引日から起算して14取引日目の日において、本新株予約権１個当たり、本新株予約権に係

る発行価額と同額の金銭と引換えに、当該買取請求に係る本新株予約権の全部を買取ります。なお、本

新株予約権の行使期間が満了した場合でも、当該行使期間中に買取日が到来する場合における当該各本

新株予約権については、当社が割当予定先に支払うべき発行価額相当額の支払義務は消滅又は免除され

ることはありません。 

本新株予約権発行後、当社普通株式の株価が大幅に下落した場合、東京証券取引所における当社普通

株式の平均売買出来高が大幅に減少した場合、本新株予約権の行使期間満了の１ヶ月前の時点で割当予

定先が未行使の本新株予約権を保有している場合等において、割当予定先が当社に対して本新株予約権

の買取請求を行った場合には、本新株予約権の行使による資金調達が行われないことにより、資金調達

額が当社の想定額を下回る可能性があります。 

 

⑥ 第三者割当により投資家が限定的 

本第三者割当は、当社が割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッド及びシミックホールデ

ィングス株式会社のみから資金を調達する方法であり、当社の既存株主を含む不特定多数の投資家から

資本調達を募るものではありません。このように既存株主が本件の資金調達に参加することができない

ため、既存株主は、本株式、本新株予約権付社債の転換及び本新株予約権の行使により当社普通株式が

交付されることによる希薄化の影響を受けることとなります。 

 



8 

 

＜当社のニーズに応じ、配慮した点＞ 

① 株価への影響の軽減 

 本件の資本増強は、一度に調達予定総額に相当する新株を発行するものではなく、株価の動向等を

踏まえ、転換社債の転換や新株予約権が行使されるため、新株発行のみの場合と比較して、当社株

式の供給が一時的に集中し、株式需給が急速に変化することにより株価に大きな影響を与える事態

を回避できます。 

② 希薄化の抑制 

 本新株予約権付社債の転換及び本新株予約権の行使は、経時的に実行されることが想定されており、

希薄化は、新株式のみを一度に発行する場合と比べて抑制できると考えられます。 

 また、上記のとおり、当初の想定以上の希薄化が生じることはなく、逆に、株価の上昇局面におい

ては本新株予約権及び本新株予約権付社債の円滑な行使が期待され、既存株主の利益に過度な影響

が及ばない形での資金調達を実現することが可能になります。 

③ 資本政策の柔軟性 

本新株予約権については、当社の判断によりその全部又は一部を取得することが可能であり、資本政

策の柔軟性を確保できます。 

④ 段階的・追加的な資金調達 

本株式と本新株予約権付社債の発行により、即時に資金調達を行うと共に、本新株予約権による資金

調達に関しては、当社の事業の柱である細胞加工業の進捗による企業価値の向上に伴う株価上昇が実現

すれば、これに伴う本新株予約権の行使により段階的・追加的に資金調達が実現するものと思われます。 

 

 

（３）他の資金調達方法 

① 間接金融による調達は、平成 23 年９月期より６期連続して親会社株主に帰属する当期純損失を

計上している当社の状況、また、当面の研究開発費用の先行投資により赤字が想定される当社の

財務状況から鑑みると、金融機関から間接金融で資金を調達することは極めて難しいと考えてい

ます。 

② 普通社債による資金調達の場合は、本新株予約権付社債と同様にアップフロントで資金を調達す

ることができますが、満期時（あるいは早期償還時）に返済のための資金を準備する必要がある

ことや、利息負担が生じることから、り、株価上昇時に機動的に資本増強を図ることができ出来、

利息負担を抑えることができる本新株予約権付社債と比較して、当社としての財務負担が大きく

なる可能性があると考えております 

③ 公募増資による新株式の発行により資金調達を行う場合、一度に新株式を発行して資金調達を完

了させることができる反面、１株当たりの利益の希薄化が一度に発生して新株予約権又は転換社

債型新株予約権付社債の発行と比べて株価への影響が大きくなる可能性が考えられます。一方、

第三者割当の方法による新株式の発行に転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行を組

み合わせた資金調達では、当社株式の株価・流動性の動向次第で実際の調達金額が当初想定され

ている金額を下回る可能性があるものの、希薄化懸念は相対的に抑制され、株価への影響の軽減

が期待されます。 

④ 株主割当による資金調達の場合は、希薄化懸念は払拭されますが、当社の財務状況から鑑みると

割当先である既存投資家の参加率が不透明であり、十分な額の資金を調達できるかどうかが不透

明であり、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。 
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⑤  新株予約権無償割当による調達の場合（いわゆるライツ・イシュー）は、当社が金融商品取引

業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社はそのような契約を締

結せず、新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・イシューが

ありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が乏しく、資

金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大する

ことが予想され、適切な資金調達手段ではない可能性があります。また、東京証券取引所有価証

券上場規程の新株予約権に係る上場基準に基づき、最近２年間において経常利益の額が正である

事業年度がないためノンコミットメント型ライツ・オファリングを実施することは出来ません。 

⑥ 複数の証券会社等の金融機関からの提案があった新株予約権だけに限定した資金調達の場合は、

発行時にアップフロントで短期的な資金の調達ができず、また、権利行使の状況に応じて一度に

希薄化が起こることを避けることはできますが、株価動向如何では当初想定していたタイミング

での資金調達ができない可能性や実際の調達金額が当初想定されている金額を下回る可能性があ

ります。 

⑦ 転換社債型新株予約権付社債だけに限定した資金調達の場合は、細胞培養加工施設の移管・統廃

合や細胞培養加工施設の能力増強の進捗に応じて必要な額の資金を調達するという柔軟性を十分

に確保することが困難になります。 

 

 

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

(１) 調達する資金の額 

①払込金額の総額 2,116,943,200 円 

②発行諸費用の概算額 25,000,000 円 

③差引手取概算額 2,091,943,200 円 

※１．上記払込金額の総額は、本株式の発行価額の総額（161,943,200 円）、本新株予約権付社債の発行

価額（300,000,000 円）及び本新株予約権の発行価額の総額（17,500,000 円）に新株予約権の行使

に際して払い込むべき金額の合計額（1,637,500,000 円）を合算した金額であります。なお、新株

予約権の行使に際して払い込むべき金額については、当初行使価額で算定しております。 

２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

３．発行諸費用の概算額は、登録免許税等、弁護士費用、本新株予約権付社債及び本新株予約権の公

正価値算定費用、フィナンシャル・アドバイザリー費用等の合計額であります。 

４．払込金額の総額は、本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。

行使価額が修正された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性

があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権者がその権

利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引

手取概算額は減少いたします。 

 

(２) 調達する資金の具体的な使途 

当社が、平成27年９月29日にて当社の取締役会にて決議した第10回新株予約権及び第11回新株予約

権、第２回無担保転換社債型予約権付社債の発行に係る同日提出の有価証券届出書による調達資金の

充当状況等（第10回及び第11回新株予約権、第２回新株予約権付社債の実行状況、第10回及び第11

回新株予約権の資金充当状況、第10回及び第11回新株予約権の行使状況、第２回新株予約権付社債の
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資金充当状況）については、以下のとおりです。 

 

（平成27年９月29日提出の有価証券届出書による調達資金の充当状況等） 

① 第２回新株予約権付社債の資金充当状況（平成 29年６月１日現在） 

（単位：千円） 

資金使途 充当予定額 充当額 充当予定時期 

細胞加工業に関する事業開発資

金 

500,000 500,000 平成 27 年 10 月～ 

平成 29 年９月 

(注)１．当初の資金使途「細胞加工業に関する事業開発資金」につきましては、当初の支出予定時期であ

る平成 27年 10 月から平成 29年４月までに技術開発費用 400,000 千円全額及びこれらを実施す

るための人件費 100,000 千円に充当しております。 

    ２．当該新株予約権付社債に関しては、平成 29 年６月１日現在、未行使残存額 75百万円が存在しま

すが、平成 28年 5月 10日の転換行使請求の後、当社株価水準と転換価額が乖離しているため、

転換が進捗しておりません。 

 

②第 10回及び第 11回新株予約権資金充当状況（平成 29年６月１日現在） 

（単位：千円） 

資金使途 充当予定額 充当額 充当予定時期 

①運転資金 
  500,000 0 

平成 28 年４月～  

平成 29 年３月 

②新規細胞医療製品の事業開発資金 
1,481,140 0 

平成 29 年４月～  

平成 31 年３月 

(注)１．第 10回及び第 11回新株予約権の行使による充当はなく、発行価額 11,490千円（内訳：第 10回新

株予約権の発行 7,680千円、第 11回新株予約権の発行 3,810千円の合計額）につきましては、第２

回新株予約権付社債資金、第 10回及び第 11 回新株予約権における発行諸費用（25,000 千円）の

一部に充当致しました。 

  ２．第 10回及び第 11回新株予約権は、平成 29年６月１日現在、全て未行使となっております。これは予

め設定された行使価格に対して現状の当社株価が低いために行使できないことによります。この未行

使分につきましては、現状の当社株価の推移を鑑みるに、資金調達の実現性の点で非常に難しい状

況であると判断するに至り、平成 29年６月１日取締役会にて、当該新株予約権を取得する日を定め、

当該新株予約権の全部を当該発行価額にて取得することを決議しております。 

３．第 10回新株予約権並びに第 11回新株予約権による資金調達において想定していた資金使途である

「運転資金」及び「新規細胞医療製品の事業開発資金」に関しては、今回の資金調達とは別に将来

の営業キャッシュフローからの資金あるいは将来の資金調達において賄って参ることを検討しており

ますが、現在のところ当社として決定した事実はございません。 

 

本資金調達で調達する差引手取概算額2,091,943,200円については、上記（平成27年９月29日提出の有

価証券届出書による調達資金の充当状況等）に記載の権利行使が未行使である第10回および第11回新株予

約権の取得資金及び発行した第２回新株予約権付社債の償還資金、運転資金のための借入金返済、細胞培

養加工施設の統廃合に係る費用、また、品川細胞培養加工施設の能力の増強のための費用にそれぞれ充当

いたします。本株式、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途は、

以下のとおりです。 
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（本株式の発行により調達する資金の具体的な使途） 

調達する資金の具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

① 第 10 回新株予約権の取得資金 ８ 平成29年６月 

②  第 11 回新株予約権の取得資金 ４ 平成29年６月 

③ 第２回新株予約権付社債の繰上償還資金 75 平成29年６月～ 

平成29年12月 

④ 短期借入金返済資金 74 平成29年６月～ 

平成29年９月 

① 第10回新株予約権の取得資金 

第10回新株予約権の未行使分48個（潜在株式数は2,400,000株）につきましては、現在の当社株価水準と行

使価額が乖離しており、今後の行使が見込めないことから、平成29年６月１日取締役会にて、当該新株予約

権を取得する日を定め、残存する当該新株予約権の全部を当該新株予約権の発行要項に基づき当該新株予約

権の発行価額と同額の約８百万円（発行価額は7,680千円）にて取得することを決議しております。従って、

当該新株予約権の取得資金８百万円に充当いたします。 

② 第11回新株予約権の取得資金 

第11回新株予約権の未行使分127個（潜在株式数は6,350,000株）につきましては、現在の当社株価水準と

行使価額が乖離しており、今後の行使が見込めないことから、平成29年６月１日取締役会にて、当該新株予

約権を取得する日を定め、残存する当該新株予約権の全部を当該新株予約権の発行要項に基づき当該新株予

約権の発行価額と同額の約４百万円（発行価額は3,810千円）にて取得することを決議しております。従っ

て、当該新株予約権の取得資金４百万円に充当いたします。 

③ 第２回新株予約権付社債の繰上償還資金 

平成27年10月15日発行済の当該新株予約権付社債に関しては、平成29年６月１日現在、未行使残存額75百

万円が存在しますが、転換価額の水準を鑑みるに、現在の当社株価水準と転換価額が乖離しており、今後

の行使が見込めず、資金調達の実現性の点で非常に難しい状況であると判断するに至り、事前通知を行っ

た上で当該残高の繰上償還を致します。従って、当該繰上償還のための資金として75百万円を充当いたし

ます。 

④ 短期借入金返済資金 

平成29年６月１日現在の短期借入金残高800百万円（内訳は、みずほ銀行500百万円、三井住友銀行

300百万円の合計800百万円であり、資金使途はいずれも運転資金です。）の内、74百万円を当該調

達資金にて返済資金に充当いたします。当該短期借入金の支払金利等の費用削減が期待され、事業

収益性の改善に寄与いたします。 

 

（第３回新株予約権付社債の発行により調達する資金の具体的な使途） 

調達する資金の具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

 短期借入金返済資金 300 平成29年６月～ 

平成29年９月 

短期借入金返済資金 

平成29年６月１日現在の短期借入金残高800百万円（内訳は、みずほ銀行500百万円、三井住友銀行

300百万円の合計800百万円であり、資金使途はいずれも運転資金です。）の内、300百万円を当該調

達資金にて返済資金に充当いたします。新株への転換が実現した場合、当該短期借入金の支払金利等

の費用削減が期待され、事業収益性の改善に寄与いたします。 
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（第12回新株予約権の発行及び行使により調達する資金の具体的な使途） 

調達する資金の具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

①  短期借入金返済資金 426 平成29年６月～ 

平成29年９月 

②    細胞培養加工施設の統廃合に係る費用 200 平成31年５月～ 

平成33年５月 

③  細胞培養加工施設の能力増強に係る設備

投資資金 

1,004 平成30年５月～ 

平成33年５月 

(注)１．上記の使途及び金額は、現時点での当社の事業開発方針を前提として、現時点で入手し得る情報

に基づき合理的に試算したものであります。このため、今後、当社が事業開発方針を変更した場

合あるいは事業開発環境の変化があった場合など、状況の変化に応じて使途又は金額が変更され

る可能性があります。また、上記の支出予定時期は、今後の事業開発の進捗状況に応じて変更さ

れる可能性があります。なお、これらの資金使途に重要な変更が生じた場合には、その内容を適

時適切に開示いたします。 

２．調達資金を実際に支出するまでは、当該資金は銀行等の安全な金融機関において管理いたします。 

３．新株予約権の行使による払込みは、原則として新株予約権者の判断によるため、新株予約権の行

使により調達する差引手取概算額は、新株予約権の行使状況により決定されます。このため、新

株予約権の行使により調達する差引手取概算額に変更があり得ることから、上記の調達資金の充

当内容は、実際の差引手取額に応じて、各事業への充当金額を適宜変更する場合がありますが、

その場合には、①短期借入金返済資金、②細胞培養加工施設の統廃合に係る費用、③細胞培養加

工施設の能力増強に係る設備投資資金の優先順位で充当する予定です。また、新株予約権の行使

が進まず、新株予約権による資金調達が困難になった場合は、①手許資金の活用（従来想定して

いた資金使途の変更を含む）、②「戦略投資」対象研究開発計画の見直し、③提携企業との共同

研究開発等による研究開発費用の分担、④公的補助金・助成金の獲得、⑤細胞医療製品事業にお

ける契約金収入の充当、⑥研究開発対象の絞込み等を行い、またその他の手段による資金調達に

ついても検討を行ってまいります。 

 

① 短期借入金返済資金 

平成29年６月１日現在の短期借入金残高800百万円（内訳は、みずほ銀行500百万円、三井住友銀行

300百万円の合計800百万円であり、資金使途はいずれも運転資金です。）の内、426百万円を当該

調達資金にて返済資金に充当いたします。新株への転換が実現した場合、当該短期借入金の支払金

利等の費用削減が期待され、事業収益性の改善に寄与いたします。 

② 細胞培養加工施設の統廃合に係る費用 

当社は、当社が提供している「免疫細胞療法総合支援サービス」に基づき、医療法人社団滉志会グ

ループの瀬田クリニック新横浜、瀬田クリニック大阪、瀬田クリニック福岡の３医療機関における

免疫細胞治療の安全かつ効率的な実施の支援として、それぞれの医療機関に対して細胞培養加工施

設の併設及び提供をしております。しかし、平成26年11月に新たな再生・細胞医療に関する規制制

度の枠組みである「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」及び「医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律」（以下「関係法令」という。）が施行され、再生・細胞

医療分野での企業等による「細胞加工業」が認められたことに伴い、当該細胞培養加工施設の直接

管理運営等をこれらの医療機関から当社に移管することといたしました。当該直接管理運営等の移

管を受けるに伴い、当社では市中のオフィスビル等に設置されている細胞培養加工施設の、配置や

運用についての効率化を図ることにより、事業収益性の改善を目指します。このため、同施設の統

廃合を実施いたします。同施設の統廃合においては、既存２か所の施設を廃止し、残り１か所の施

設に集約して統合することを予定しており、既存２か所の施設の統廃合については、段階的に１か

所ずつ統廃合を実施するため、第一期分と第二期分に分けて実施することを予定しております。統

廃合を実施する内容としては、細胞培養加工用クリーンルーム（清浄度管理室）から元のオフィス

仕様への原状回復費用及び不要となった設備等の廃棄費用、並びに継続して使用する予定の設備機

器の移設に伴う輸送費及び設置費等の工事をそれぞれの施設で行うため、当該費用として、200百
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万円を充当いたします。なお、当該統廃合に関しては、上記３医療機関から当社が移管を受ける細

胞培養加工施設を段階的に実施する予定であることから、第一期分72百万円（同施設１か所の廃止）、

第二期分128百万円（残りの同施設１か所の廃止）の費用にそれぞれ充当いたします。 

③ 細胞培養加工施設の能力増強に係る設備投資資金 

平成26年11月に施行された関係法令の下、新たに設けられた製品カテゴリーである「再生医療等製

品」の製造販売承認を目指す企業治験や医師主導治験、さらには、製造販売承認取得後の商業生産

を行う企業からの製造受託拡大への取組みとして、細胞培養加工施設の能力増強を目的として設備

投資資金1,004百万円を充当いたします。品川細胞培養加工施設（品川ＣＰＦ）については第１期

工事で細胞培養加工用クリーンルームの２分の１の工事ならびに事務スペース、検査室や物流関連

エリアの設置は既に完了しているため、今般の設備投資に関しては、第１期工事にて未着手の細胞

培養加工用クリーンルームの残り２分の１のスペースの工事費用に840百万円を充当し、この第２

期工事により品川ＣＰＦが竣工する予定です。また、品川ＣＰＦとは別の場所に、将来の需要動向

の想定に基づき、新たな細胞培養加工施設の設置に対する投資として総額600百万円から800百万円

の範囲で想定しております。当該新規細胞培養加工施設の設置につきましては、不動産の選定、当

該新規細胞培養加工施設の設計、工事の実施から竣工までといった手順で実施し、当該新規細胞培

養加工施設の竣工までにおおむね１年から１年６ヶ月の期間を要します。そのため、不動産選定に

おける不動産関連費用として、過去に当社が実施した細胞培養加工施設の設置における不動産関連

費用を参考に、保証金及び１年６ヶ月分の賃借料として約160百万円から170百万円程度を見込み、

当該新規細胞培養加工施設における不動産関連費用として164百万円を充当いたします。なお、想

定している新規細胞培養加工施設に関する投資総額600百万円から800万円の不足額に関しては、資

金調達方法を含めて、別途資金調達することを検討しておりますが、投資総額については今後の需

要動向等から変動する可能性があります。 

 

 

4. 資金使途の合理性に関する考え方  

当社は、本資金調達は、「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達する具体的

な資金使途」に記載する使途に充当することにより、当社の細胞加工事業を発展させ、将来に向け

ての事業の拡大、収益向上及び財務基盤の強化を図ることが可能となり、企業価値及び既存株主の

株式価値の向上に資する合理的なものであると考えております。 

 

5. 発行条件等の合理性 

(１)  払込金額の算定根拠とその具体的内容 

①本株式 

発行価格に関しましては、当社の成長資金の確保を迅速に実現することが不可欠であるとの認識の

もと、当社の置かれた現状に鑑み、資金調達の確実性及び迅速性を確保しつつ、割当予定先との交渉

を経て、本株式に関する取締役会決議日の直前営業日である平成29年５月31日の株式会社東京証券取

引所マザーズ市場における当社株式の終値に0.9を乗じた金額である１株118円といたしました。 

割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッド及びシミックホールディングス株式会社から

は、当社の事業について一定の理解はいただいているものの、前期に引き続き今期業績も赤字見込み

である現状に鑑み、株価下落リスクもあるため、ディスカウント価格で引受けることにより株価下落

損失を最小限化したいとの意向が示されました。当社といたしましては、ディスカウント発行を行え

ば株主間の平等が得られない可能性があることから、各割当予定先と交渉を重ねましたが、財務状況

を改善し企業継続性を維持するため及び将来の発展のために十分な成長資金を確実かつ迅速に調達す

る必要があること、本資金調達における資金使途である細胞加工業への投資が当社の企業価値向上に

資すると見込まれること等を勘案した結果、有利発行とならない範囲で最大限のディスカウント発行

を行うことといたしました。本株式は、既存株主の皆様にも理解いただくことができるものと考えて

おります。 

 当該発行価格（118円）は、本株式の取締役会決議日の直前営業日（以下「直前営業日」）である

平成29年５月31日の東京証券取引所マザーズ市場における当社株式の終値（以下「終値」）（131円）

に対しては9.92％のディスカウント、直前営業日から１ヵ月遡った期間の終値の単純平均値（128.15
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円）に対しては7.92％のディスカウント、直前営業日から３ヵ月遡った期間の終値の単純平均値（130.32

円）に対しては9.45％のディスカウント、直前営業日から６ヵ月遡った期間の終値の単純平均値（134.66

円）に対しては12.37％のディスカウントを行った金額となります。 

 なお、当社取締役会にて、当社監査役４名全員（いずれも社外監査役）より、本株式の発行価額

の算定方法については、市場慣行に従った一般的な方法であり、算定根拠は、現時点の当社株式の市

場価格を反映していると思われる本株式の発行に係る取締役会決議日の直前取引日の終値の9.92％デ

ィスカウントとしており、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠した

ものであり、当社の直近の財政状態及び経営成績を勘案し本株式の発行価額は、特に有利な発行価額

には該当せず適法である旨の意見を表明しております 

 

②本新株予約権付社債 

当社は、本新株予約権付社債の発行要項及び本契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権付

社債の価格の評価を第三者算定機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社（代表者：

能勢元、所在地：東京都千代田区永田町一丁目11番28号、以下、「東京フィナンシャル・アドバイザ

ーズ」という。）に依頼しました。当該機関は、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミ

ュレーションを基礎として、株価（131円）、転換価額（131円）、配当率（０％）、権利行使期間（１

年間）、無リスク利子率（-0.160％）、本新株予約権付社債の利払方法及び本新株予約権付社債の価

値を算定する上で使用した割引率34.01％等に基づき、本新株予約権付社債の価値評価を実施し、各

社債の金額100円につき96.81円という算定結果が得られました。価値評価にあたっては、主に割当予

定先は株価水準に留意しながら権利行使を行うとの前提の下で、①株価が下限転換価額を金利相当額

以上、上回っている場合において、割当予定先は、本新株予約権の行使可能期間にわたって一様に分

散的な権利行使を行うとともに、行使により交付を受けることとなる当社株式を、当社の株価及び株

式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却すること、②株価が20取引日連続で発行決議日前日（平

成29年５月31日）の東京証券取引所終値の50％に相当する金額を下回った場合、割当予定先は当社に

本新株予約権付社債の繰上償還を請求することを想定しています。当社は当該算定結果を受けて、当

該算定結果が各社債の額面を下回っていることから、本新株予約権付社債の発行価額を各社債の額面

金額100円につき額面金額と同額である金100円とすることを決定いたしました。なお、本新株予約権

付社債の当初の転換価額は、当該発行に係る取締役会決議日の直前営業日（平成29年５月31日）の東

京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の普通取引の終値131円とし、転換価額の修正にか

かるディスカウント率は、当社普通株式の動向を勘案した上で、割当予定先との協議を経て10.0％に

決定いたしました。 

 当初の転換価額（131円）は、本新株予約権付社債の取締役会決議日の直前営業日から１ヵ月遡っ

た期間の終値の単純平均値（128.15円）に対しては2.22％のプレミアム、直前営業日から３ヵ月遡っ

た期間の終値の単純平均値（130.32円）に対しては0.52％のプレミアム、直前営業日から６ヵ月遡っ

た期間の終値の単純平均値（134.66円）に対しては2.72％のディスカウントを行った金額となります。 

当社は、算定機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズの算定した評価手続きについて特に

不合理がないことから、本新株予約権付社債の発行条件は合理的であり、本新株予約権付社債の発行

が有利発行に該当しないものと判断いたしました。さらに当社監査役４名全員（いずれも社外監査役）

から、本新株予約権付社債の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、第三者算

定機関の選定は妥当であり、当社と独立した当該第三者評価機関の算定手法についても特に不合理と

思われる点が見当たらないことから、特に有利な金額には該当しない旨の意見を表明しております。 

 

③本新株予約権 

当社は、本新株予約権の発行要項及び本契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の

評価を第三者算定機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズに依頼しました。当該機関は、一

般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、株価（131円）、当初

行使価額（131円）、配当率（０％）、権利行使期間（２年間）、無リスク利子率（-0.154％）、本

新株予約権及び新株予約権買取契約の内容を踏まえ、①原則として取得条項に基づく当社からの通知

はなされないものとする、②割当予定先は権利行使可能な株価水準においては、当該株式の出来高の

一定割合の範囲内で株式を売却するものとする、③割当予定先は権利行使可能な株価水準においては、

株式購入保証期間設定の有無に関わらず自主的に権利行使を進めるものと推定されるため、株式購入

保証期間設定の有無及び設定の時期は本評価には影響を与えないものと仮定して評価を実施し、本新
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株予約権の１個につき140円（株価比1.07％、1株あたり1.40円）との結果を得ています。当社は、当

該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予定先との協議の上、本新株予約権

の払込価額を1個あたり当該評価額と同額の140円に決定いたしました。また、本新株予約権の当初行

使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の直前営業日（平成29年５月31日）の東京証券取引所マザ

ーズ市場における当社普通株式の普通取引の終値131円とし、本新株予約権の行使価額の修正に係る

ディスカウント率は、当社普通株式の動向を勘案した上で、割当予定先との協議を経て10.0％に決定

いたしました。 

当初の行使価額（131円）は、本新株予約権付社債の取締役会決議日の直前営業日から１ヵ月遡った

期間の終値の単純平均値（128.15円）に対しては2.22％のプレミアム、直前営業日から３ヵ月遡った

期間の終値の単純平均値（130.32円）に対しては0.52％のプレミアム、直前営業日から６ヵ月遡った

期間の終値の単純平均値（134.66円）に対しては2.72％のディスカウントを行った金額となります。 

本新株予約権の払込金額の決定に当たっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性

のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモン

テカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は

合理的な公正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額を参考に、当該評価

額と同額であるため、本新株予約権の払込金額は特に有利な金額には該当せず、適正かつ妥当な価額

であると判断いたしました。なお、監査役４名全員（いずれも社外監査役）から、新株予約権発行要

項の内容及び上記の算定結果を踏まえ、本新株予約権の発行条件が割当予定先に特に有利でないと判

断した旨の意見表明を受けております。 

 

また、当社取締役会にて、当社監査役４名全員（いずれも社外監査役）が、第三者算定機関の選定

が妥当であること、当社と独立した当該第三者評価機関が本新株予約権付社債及び本新株予約権の発

行価額について実務上一般的な手法によって算定し、その算定手法についても特に不合理と思われる

点が見当たらないことから、本第三者割当増資と本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行価額は、

特に有利な金額には該当しない旨の意見を表明しております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

① 発行数量に関しては、当社株式の直近６ヵ月間の１日当たりの平均出来高は 484,736 株、直近３

ヵ月間の１日当たりの平均出来高は444,953株、直近１ヵ月間の１日当たりの平均出来高は595,210

株となっており、一定の流動性を有していることから、市場で十分に消化可能であると判断してお

ります。 

② 本株式の発行により新たに発行される予定の株式数は、1,372,400 株であります。 

③ 本新株予約権付社債が当初転換価額で転換された場合に交付される当社普通株式の数は最大で

2,290,000 株であります。 

④ 本新株予約権の行使により発行される予定の株式数は最大で 12,500,000 株であります。本新株

予  約権については、当社の判断により残存している当該新株予約権の全部を取得することが可

能となっており、希薄化を抑制できる仕組みになっております。 

⑤ 上記のとおり、本株式で発行される株式の数は 1,372,400 株（当該株式に係る議決権は 13,724

個）、全ての本新株予約権付社債が当初転換価額で転換された場合に交付される当社普通株式の数

は最大で 2,290,000 株（当該株式に係る議決権は 22,900 個）（但し、下限転換価額で転換された

場合に交付される当社普通株式の数は最大で3,797,400株（当該株式に係る議決権は37,974個））、

本新株予約権が行使された場合に交付される当社普通株式の数は 12,500,000 株（当該株式に係る

議決権数は 125,000 個）、合計 16,162,400 株（議決権は 161,624個）であり、平成 29年６月１日

現在における当社の発行済株式総数 92,678,009 株（当該株式に係る議決権数は 926,738 個）を分

母とする希薄化率は 17.44％（議決権数に係る希薄化率は 17.44％）（但し、本新株予約権付社債

が下限転換価額で全て転換されたと仮定した場合に交付される当社普通株式の数は、合計

17,669,800株（議決権は176,698個）となり、希薄化は19.07％（議決権数に係る希薄化率は19.07％））
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の割合で希薄化が生じます。しかし、割当予定先であるシミックホールディングスとの関係強化に

加えて、これまで事業の中核をなしていた医療機関向け免疫細胞療法総合支援サービス及び企業等

に向けた細胞加工業への展開等、新たなビジネス領域を拡大することで、早期の黒字化を達成する

とともに、将来的には、細胞医療製品を開発し、製造販売承認を取得することで、企業価値が上昇

する場面を着実に捉えて、当社が必要とする資金を機動的に調達できる今回の第三者割当による本

株式、本新株予約権付社債、本新株予約権の募集は、当社の企業価値及び株式価値の向上を図るた

めには必要不可欠な規模及び数量であると考えており、また合理的な範囲であるものと判断してお

ります。 

６．割当予定先の選定理由等 

 (１) 割当予定先の概要 

    割当予定先１ 

（１） 名 称 
マッコーリー・バンク・リミテッド   

（Macquarie Bank Limited） 

（２） 所 在 地 Level 6,50 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia       

（３） 代表者の役職・氏名 
会長 P.H.ワーン (P.H. Warne) 

CEO  M.J.リームスト(M.J. Reemst) 

（４） 事 業 内 容 商業銀行 

（５） 資 本 金 
9,812 百万豪ドル（842,262 百万円） 

(平成 29 年３月 31 日現在） 

（６） 設 立 年 月 日 1983年４月 26日 

（７） 発 行 済 株 式 数 普通株式 589,276,303 株（平成 29年３月 31日現在） 

（８） 決 算 期 ３月 31日 

（９） 従 業 員 数 
13,597名 （マッコーリー・グループ） 

(平成 29 年３月 31 日現在） 

（10） 主 要 取 引 先 個人及び法人 

（11） 主 要 取 引 銀 行 ― 

（12） 大株主及び持株比率 Macquarie B.H. Pty Ltd, 100％ 

（13） 当事会社間の関係  

 資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、

当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に

は、特筆すべき資本関係はありません。 

 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、

当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に

は、特筆すべき人的関係はありません。 

 

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、

当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間に

は、特筆すべき取引関係はありません。 

 関連当事者への 

該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の

関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 

（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 27年３月期 平成 28年３月期 平成 29年３月期 

連結純資産 1,067,804 百万円 1,096,238 百万円 1,080,554 百万円 
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連結総資産 15,887,715 百万円 15,663,776 百万円 14,373,135 百万円 

1 株当たり連結純資産（円） 1,934.19 1,860.41 1,833.70 

連結純収益 487,458 百万円 486,709 百万円 499,675 百万円 

連結営業利益 139,747 百万円 149,730 百万円 148,761 百万円 

連結当期純利益 103,015 百万円 180,694 百万円 105,068 百万円 

１株当たり連結当期純利益（円） 195.54 円 316.63円 178.30円 

１株当たり配当金（円） 155.75 円 261.12円 173.20円 

（注）１．上記の「最近３年間の経営成績及び財政状態」に記載の金額は、便宜上、平成 27 年３月期は、

平成 27 年３月 31 日現在の外国為替相場の仲値である１豪ドル＝92.06 円、平成 28 年３月期

は、平成 28 年３月 31 日現在の外国為替相場の仲値である１豪ドル＝86.25 円、平成 29 年３

月期は、平成 29年３月 31日現在の外国為替相場の仲値である１豪ドル＝85.84円に換算して

記載しております。 

２．上記割当予定先の概要は、別途時点を明記していない限り、平成 29年６月１日現在の内容で

す。 

割当予定先２ 

（１） 名 称 シミックホールディングス株式会社  

（２） 所 在 地 東京都港区芝浦一丁目１番１号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 CEO 中村 和男 

（４） 事 業 内 容 

製 薬 企 業 の 付 加 価 値 向 上 に 貢 献 す る 事 業 モ デ ル 

PVC(PharmaceuticalValue Creator）のもと、CRO（医薬品開発支援）

事業、CMO（医薬品製造支援）事業、CSO（医薬品営業支援）事業、

ヘルスケア事業、IPD（知的財産開発）事業の展開 

（５） 資 本 金 3,087 百万円(平成 28年９月 30 日現在） 

（６） 設 立 年 月 日 1985年３月 

（７） 発 行 済 株 式 数 普通株式 18,923,569 株（平成 29年３月 31日現在） 

（８） 決 算 期 ９月 30日 

（９） 従 業 員 数 5,897 名（平成 29年３月 31 日現在） 

（10） 主 要 取 引 先 製薬企業等 

（11） 主 要 取 引 銀 行 三井住友銀行、みずほ銀行、三菱東京 UFJ 銀行 

（12） 

大株主及び持株比率 

（平成 29年 3月 31日現

在） 

株式会社アルテミス               21.25％ 

株式会社キースジャパン             18.54％ 

THE BANK OF NEW YORK - JASDECTREATY ACCOUNT   5.38％ 

(常任代理人：みずほ銀行） 

（13） 当事会社間の関係  

 資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。ま

た、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の

間には、特筆すべき資本関係はありません。 

 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。ま

た、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の

間には、特筆すべき人的関係はありません。 

 取引関係 当社と当該会社は、業務提携契約を締結しております。 
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 関連当事者への 

該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社

の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 

（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態（連結） 

決算期 平成 26年９月期 平成 27年９月期 平成 28年９月期 

連結純資産 20,309百万円 20,667百万円 21,397百万円 

連結総資産 49,237百万円 55,861百万円 59,104百万円 

1 株当たり連結純資産（円） 1,123.74 1,087.84 1,122.55 

連結売上高 52,836百万円 55,904百万円 62,039百万円 

連結営業利益 2,766 百万円 1,411 百万円 3,363 百万円 

連結当期純利益 1,174 百万円 △542 百万円 878百万円 

１株当たり連結当期純利益（円） 65.26 円 △29.57円 47.00 円 

１株当たり配当金（円） 35.00 円 22.50 円 16.00 円 

（注）１．上記割当予定先の概要は、別途時点を明記していない限り、平成 29年６月１日現在の内容で

す。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社グループが掲げる二つの戦略分野である①細胞加工業の推進、及び、②細胞医療製品の開発を

迅速に実行するためには、当該目的の実現に十分な額の事業資金につき、機動的で、かつ既存株主の

利益を十分に配慮した資金調達方法を確保することが必要です。当該資金調達方法の確保については、

上記「２．募集の目的（２）本資金調達方法を選択した理由｣に記載のとおり、株式、転換社債型新

株予約権付社債、新株予約権を組み合わせた資金調達方法が、事業資金の確保と既存株主利益への配

慮を両立させることができると考えました。 

したがって、下記のとおり、本スキームを提案したマッコーリー・バンク・リミテッドと、また、

平成28年７月から再生・細胞医療分野において開始している業務提携関係をより発展させるために当

社への出資意向を提示したシミックホールディングス株式会社を割当予定先とする第三者割当を行う

こととしました。 

  

①マッコーリー・バンク・リミテッド 

当社が本資金調達先の選択肢を模索している中で、当時は第三者であったが平成26年10月18日より

篠田丈氏（東京都港区区愛宕二丁目５番１号 株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ代表取締役）

から、同氏が当社取締役就任前の平成25年11月に割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッ

ドの紹介を受けました。 

割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドから、新株式、転換社債型新株予約権付社債

及び新株予約権を組み合わせた事業資金投資の提案があり、当該提案については上記「２．募集の目

的（２）本資金調達方法を選択した理由」に記載のとおり、①大半の資金調達額が新株予約権の行使

を通じて実行されるため株価の変動に伴い行使価額修正条項による資金調達額が減少する可能性があ

ることや、②株価が新株予約権の下限行使価額を下回った場合に新株予約権行使が進まなくなる可能

性がある等のデメリットがありますが、新株式、新株予約権付社債及び新株予約権を同時に発行する

ことにより、①新株及び新株予約権付社債による短期的な資金調達の実現や②株式購入保証期間設定

のある新株予約権による機動的な資金調達の実現等のメリットがあります。これらを総合的に考慮し、

マッコーリー・バンク・リミテッドからの提案は、株式希薄化の抑制、資金調達の柔軟性及び段階的・

追加的な資金調達の実現可能性が高く、既存株主の利益に配慮しつつ必要資金を調達して中長期的に

企業価値の向上を目指すという当社のニーズを充足し得るものと判断し、同社を割当予定先として選

定いたしました。 

なお、割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッド（Level 6, 50 Martin Place, Sydney 

NSW2000, Australia 会長P.H.ワーン (P.H. Warne) ）は、マッコーリー・グループ・リミテッド（オ

ーストラリア証券取引所（ＡＳＸ）に上場）の完全子会社の一つであります。マッコーリー・バンク・

リミテッドの株式を100％所有するマッコーリー・ビーエイチ・ピーティワイ・リミテッドの所有者
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であるマッコーリー・グループ・リミテッドは、同社のホームページによると、1969年の創業以来40

年以上にわたり、銀行業務、資金調達、Ｍ＆Ａアドバイザリー、投資業務、資金運用などの各種金融

サービスを世界28ヵ国で展開し、世界で上位50社に数えられる資金運用機関として13,600名を超える

社員を有するマッコーリー・グループの持株会社としてオーストラリア証券取引所（ＡＳＸ）に上場

しており、オーストラリアの大手金融機関であり社会的な信頼が大きいこと、またマッコーリー・バ

ンク・リミテッド自身も世界各地に拠点を構えグローバルに業務を展開しており、日本国内において

も投資実績を有しています。 

   

②シミックホールディングス株式会社 

平成29年４月に、シミックホールディングス株式会社（以下「シミックホールディングス」といい

ます。）より、平成28年７月より国内外の顧客への再生医療等製品の開発、上市に係る包括的サポー

トの提供など、当社との間で再生・細胞医療分野における業務提携を行っている状況を踏まえ、当社

への出資の意向を受けました。その結果、再生・細胞医療分野での事業にコミットしている事業会社

である同社との関係を深めることで、当社の事業収益性の改善に寄与できると判断するに至り、割当

予定先として選定いたしました。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

①マッコーリー・バンク・リミテッド 

当社と割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドの担当者との協議において、割当予

定先が本第三者割当で取得する本株式、本新株予約権付社債の転換により取得する当社株式、本新

株予約権の行使により取得する当社株式について、適宜判断の上、比較的短期間で売却を目標とす

るものの、運用に際しては市場への影響を常に留意する方針であることを口頭にて確認しておりま

す。 

なお、本株式、本新株予約権付社債、本新株予約権について、当社と割当予定先であるマッコー

リー・バンク・リミテッドとの間で、有価証券届出書の効力発生後、買取契約を締結する予定です

が、その中で、マッコーリー・バンク・リミテッドとの間で平成 29 年６月 19 日から平成 29 年 12

月 18 日までの６ヶ月間は、売却又は譲渡ができない旨のロックアップにつき、合意しております。 

また、本届出書の効力発生後に締結する予定のマッコーリー・バンク・リミテッドとの買取契約

においては、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第１項、同施行規則第 436 条第１

項から第５項、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第 13条

の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得

される株式数が、本新株予約権付社債及び本新株予約権の払込日時点における上場株式数の 10％を

超える部分に係る行使を制限するよう処置を講じる予定です。 

   

②シミックホールディングス株式会社 

割当予定先であるシミックホールディングスからは、本株式により取得する株式については、当

社との間で国内外の顧客への再生医療等製品の開発、上市に係る包括的サポートの提供など、再生・

細胞医療分野における業務提携にある状況を踏まえ、当社に対するご支援を頂く趣旨から、中長期

的に当社株式を保有することを口頭で確認しております。 

また、本株式について、当社と割当予定先であるシミックホールディングスとの間で、本届出書

の効力発生後、本第三者割当における確約書を締結する予定であり、平成 29 年６月 19 日から平成

29年 12月 18日までの６ヶ月間は、本株式の売却又は譲渡ができない旨のロックアップにつき、合

意しております。 

なお、当社は、割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッド及びシミックホールディン

グスから、割当後２年間において本第三者割当により取得する本株式の全部又は一部を譲渡した場

合には、直ちに譲渡を受けた者の商号又は氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価額、譲渡の
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理由、譲渡の方法その他東京証券取引所が必要と認める事項を当社に書面にて報告すること、当社

が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、ならびに当該報告内容が公衆縦覧に供されるこ

とに同意する旨の確約書を本株式の払込期日までに取得する予定であります。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

①マッコーリー・バンク・リミテッド 

当社は割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドの平成 29年（2017 年）度のアニュア

ルレポート（豪州の平成 13 年（2001年）会社法（英語：Corporation Act 2001）に基づく資料であ

り、平成 29年３月 31日現在の割当予定先単体の現金及び現金同等物が 8,122 豪百万ドル（円換算額：

697,192百万円）、参照為替レート：85.84 円（三菱東京 UFJ 銀行 平成 29年３月 31日時点仲値））

を確認しており、本株式に係る払込みに要する資金（約 62百万円）、本新株予約権付社債に係る払

込みに要する資金（300 百万円）、及び、本新株予約権の払込みに要する資金（約 17 百万円）並び

に本新株予約権付社債及び本新株予約権の行使に要する資金（約 1,637百万円）の財産の存在につい

て確実なものと判断しております。 

 

②シミックホールディングス株式会社 

シミックホールディングスにつきましては、本株式に係る払込みに要する資金（約 100 百万円）

は確保されている旨、口頭で説明を受けております。当社は、直近の財務諸表（第 33 期第２四半期

報告書）に記載された財政状態及び経営成績を確認したところ、十分な現預金を有していることか

ら、当社としてかかる払込みに支障はないと判断いたしました。 

 

（５）割当予定先の実態 

①マッコーリー・バンク・リミテッド 

割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドは、マッコーリー・ビーエイチ・ビーティ・

リミテッドの 100％子会社であり、マッコーリー・ビーエイチ・ビーティ・リミテッドは、オースト

ラリア証券取引所 (ASX） に上場し、オーストラリアの銀行規制機関であるオーストラリア健全性

規制庁 APRA（Australian Prudential Regulation Authority）の監督及び規制を受けておりますマ

ッコーリー・グループ・リミテッドの 100％子会社であります。また、マッコーリー・グループは、

金融行為規制機構（Financial Conduct Authority）及び健全性監督機構（Prudential Regulation 

Authority）の規制を受ける英国の銀行であるマッコーリー・バンク・インターナショナルも傘下に

おいております。日本においては、割当予定先の関連会社であるマッコーリーキャピタル証券会社

が第一種金融商品取引業の登録を受け、金融庁の監督及び規制を受けております。以上のような、

割当予定先の属するグループが諸外国の監督及び規制のもとにある事実について、当社は割当予定

先であるマッコーリー・バンク・リミテッドの担当者との面談によるヒヤリング及び APRAホームペ

ージ、割当予定先のアニュアルレポート等で確認しております。また、割当予定先、当該割当予定

先の役員及び主要株主（主な出資者）が反社会勢力とは一切関係がないことについて、割当予定先

からその旨を証する書面を受領し確認しております。以上から、割当予定先並びにその役員及び主

要株主が反社会勢力とは関係ないものと判断しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出し

ております。 

 

②シミックホールディングス株式会社 

割当予定先であるシミックホールディングスにつきましては、東京証券取引所市場第一部に上場

しており、株式会社東京証券取引所に提出したコーポレート・ガバナンス報告書に記載している反
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社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況を、同社のホームページにて確認するこ

とにより、割当予定先並びに同社の役員及び主要株主が反社会的勢力とは一切関係していないと判

断しております 

 

7. 大株主及び持株比率 

募集前（平成29年３月31日現在） 募集後 

木村 佳司 8.23％ 木村 佳司 7.01％ 

IHN株式会社 1.51％ IHN株式会社 1.29％ 

楽天証券株式会社 1.27％ 楽天証券株式会社 1.08％ 

松井証券株式会社 0.96％ 松井証券株式会社 0.82％ 

株式会社 SBI証券 0.90％ シミックホールディングス株式

会社 

0.78％ 

マネックス証券株式会社 0.80％ 株式会社SBI証券 0.77％ 

クレディ・スイス・セキュリティー

ズ（ヨーロッパ）リミテッド メイ

ンアカウント 

0.75％ マネックス証券株式会社 0.69％ 

後藤 重則 0.54％ クレディ・スイス・セキュリテ

ィーズ（ヨーロッパ）リミテッ

ド メインアカウント 

0.64％ 

日本証券金融株式会社 0.47％ 後藤 重則 0.46％ 

大和証券株式会社 0.45％ 日本証券金融株式会社 0.41％ 

（注）１．割当前の持株比率は、平成 29年３月 31日現在の株主名簿をもとに作成しています。 

２．割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドは、本株式、本新株予約権付社債及び本新株

予約権の保有目的は純投資であり、マッコーリー・バンク・リミテッドは、取得した当社株式を売却す

る可能性があるとのことです。したがって、マッコーリー・バンク・リミテッドによる当社株式の長期

保有は約されておりませんので、割当後の「持株比率」の記載はしておりません。 

３．上記の比率は、単位未満の端数の小数点以下第３位を四捨五入しております。 

 

8. 今後の見通し 

本件による当社連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後、業績見通しが判

明次第、速やかに開示いたします。 

 

9. 企業行動規範上の手続きに関する事項 

本第三者割当は、①希薄化率が、25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと

（本新株予約権付社債がすべて転換された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではな

いこと。）から、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者か

らの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。 

 

10. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

(1) 過去3年間の業績 

決算期 平成26年９月期 平成27年９月期 平成28年９月期 

売上高（千円） 1,843,995 1,674,379 1,909,324 

営業利益（千円） △1,407,022 △1,741,851 △1,681,103 
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経常利益（千円） △1,338,633 △1,571,129 △1,823,818 

親会社株主に帰属する当期純利益（千

円） 
△1,580,722 △1,712,320 △1,643,198 

１株当たり当期純利益（円） △17.94 △19.28 △18.01 

１株当たり配当金（円） － － － 

１株当たり純資産額（円） 95.68 79.25 63.51 

 

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成29年６月１日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 92,678,009 株 100.00％ 

現時点の転換価額（行使価額）

における潜在株式数 
9,283,501 株  10.02％ 

下限値の転換価額（行使価額）

における潜在株式数 
－ － 

上限値の転換価額（行使価額）

における潜在株式数 
－ － 

 

(3) 最近の株価の状況 

①最近3年間の状況 

 平成26年９月期 平成27年９月期 平成28年９月期 

始値 
59,000円 

□300 円 
236円 166円 

高値 
59,800円 

□333 円 
404円 270円 

安値 
26,350円 

□193 円 
127円 109円 

終値 
30,250円 

□236 円 
167円 158円 

（注）平成26年９月期の株価については、株式分割（平成26年３月27日、１株→100株）による権利落前

の株価に基づいて記載しております。権利落後の株価に基づく数値は□印で記載しております。 

 

②最近６か月間の状況 

 平成28年 

12月 

平成29年 

１月 

平成29年 

２月 

平成29年 

３月 

平成29年 

４月 

平成29年 

５月 

始値 141円 140円 135円 138円 133円 128円 

高値 147円 143円 156円 141円 134円 133円 

安値 135円 135円 135円 132円 121円 123円 

終値 139円 136円 139円 133円 128円 131円 

 

③発行決議日前営業日株価 

 平成29年５月31日 
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始値 131円 

高値 132円 

安値 130円 

終値 131円 

 

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 

① 第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付、第10回新株予約権、第11回新株予約権 

【第三者割当による新株予約権付社債】 

払込期日 平成27年10月15日（木） 

調達資金の額 500,000,000円 

転換価額 各本社債の発行価額は20 百万円（額面100 円につき金100 円）本転換社

債型新株予約権の発行価額は無償 

募集時における発行済株式数 90,133,100株 

割当先 ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合 

当該募集による潜在株式数 2,994,011株 

現時点における転換状況 転換済株式数2,544,910株 

（残高75,000,000円、転換価額167円） 

発行時における当初の資金使途 平成26年11月に施行された新たな再生・細胞医療に関する規制制度

の枠組みの下で、再生・細胞医療分野での企業等による「細胞加工

業」が認められることになり、細胞加工および周辺ビジネスに係る

需要の拡大を目指し、細胞加工業の顧客獲得のためのマーケティン

グ費用（再生・細胞医療に関する規制制度を啓蒙するための活動等）

及び顧客の要望に沿う商業生産レベルでの細胞加工を受託する際に

必要となる手順書・基準書の策定やその体制整備（規制制度に適応

した資材及び機材調達、技術開発・技術移転等）に対応するための

技術開発費用400百万円、これらを実施するための人員の増加のよ

る人件費100百万円 

発行時における支出予定時期 平成 27 年10 月～平成 29 年９月 

現時点における充当状況 当初の支出予定時期である平成27年10月から平成29年４月までに技術開

発費用400,000千円全額及びこれらを実施するための人件費100,000千円

の一部に充当しております。 

 

 

【第三者割当による第10回乃至第11回新株予約権】 

割当日  平成27年10月15日（木） 

発行新株予約権数  175個（第10回新株予約権48個、第11回新株予約権127個の合計） 

発行価額  総額11,490,000円（第10回新株予約権1個あたり160,000円、第11回新

株予約権1個あたり30,000円） 

発行時における  

調達予定資金の額  

（差引手取概算額）  

1,981,140,000円 

割当先  ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合 
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募集時における  

発行済株式数  

90,133,100株 

当該募集による 潜在株式数  行使価額における潜在株式数 

第10回新株予約権：2,400,000株 

第11回新株予約権：6,350,000株 

行使価額 第10回新株予約権：167円 

第11回新株予約権：251円 

現時点における  

行使状況  

行使済株式数：0株 

現時点における  

調達した資金の額  

（差引手取概算額）  

0円 

（第10回新株予約権48個の内、0個が行使済） 

（第11回新株予約権127個の内、0個が行使済） 

発行時における支出予定時期 平成28年４月～平成31年３月 

現時点における充当状況 本新株予約権について未だ未行使のため、充当状況はありません。 

 

11．発行要項 

本株式、本新株予約権付社債、本新株予約権の発行要項につきましては、末尾に添付される別紙「株

式会社メディネット募集株式の発行要項」、「株式会社メディネット第３回無担保転換社債型新株予約

権付社債募集要項」及び「株式会社メディネット第 12 回新株予約権付発行要項」をご参照下さい。 
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（別紙１） 

株式会社メディネット 

募集株式の発行要項 

 

１．募集株式の種類      当社普通株式 1,372,400株 

２．払込金額         １株につき 118円 

３．払込金額の総額      161,943,200円 

４．増加する資本金及び    資本金 金 80,971,600円 

資本準備金の額      資本準備金 金 80,971,600円 

５．申込日          平成 29年６月 19日 

６．払込期日         平成 29年６月 19日 

７．募集又は割当方法     第三者割当による 

８．割当先及び割当株式数   マッコーリー・バンク・リミテッド     525,000株 

               シミックホールディングス株式会社     847,400株 

９．払込取扱場所       株式会社みずほ銀行 虎ノ門支店 

10．その他          ① 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発

生を条件とする。 

② その他第三者割当による株式の発行に関し必要な事項は、

当社代表取締役に一任する。 
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（別紙２） 

 

株式会社メディネット 

第 3回無担保転換社債型新株予約権付社債発行要項 

1．社債の名称 

株式会社メディネット第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」

といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という｡） 

2．社債の総額 

金 300,000,000円 

3．各社債の金額 

金 6,250,000円 

4．新株予約権付社債券 

本新株予約権付社債については、本新株予約権付社債券を発行しない。なお、本新株予約権付社

債は、会社法第 254 条第 2 項及び第 3 項本文の定めにより本社債又は本新株予約権のうち一方のみ

を譲渡することはできない。 

5．本社債の払込金額 

額面 100円につき金 100円 

6．社債の利率 

年 0.5％ 

7．申込期日 

平成 29年６月 19日 

8．本社債の払込期日 

平成 29年６月 19日 

9．本新株予約権の割当日 

平成 29年６月 19日 

10．募集の方法 
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第三者割当の方法により、全ての本新株予約権付社債をマッコーリー・バンク・リミテッドに割

り当てる。 

11．物上担保・保証の有無 

本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に

留保されている資産はない。 

12．社債管理者の不設置 

本新株予約権付社債は、会社法第 702 条但書の要件をみたすものであり、社債管理者は設置され

ない。 

13．社債の償還の方法 

(1) 本社債は、平成 30年 6月 18日（以下「償還期限」という。）に、未償還の本社債の全部を額

面 100円につき金 100 円で償還する。 

(2)  当社が上場している金融商品取引所における当社普通株式の上場廃止が決定された場合、ま

たは当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割（吸収分割承継会社若しくは新設

分割設立会社が、本新株予約権付社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代

わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。）、当社が他の会社の完全子会社となる株式交

換若しくは株式移転（以下「組織再編行為」という。）を当社の株主総会（株主総会の決議を

要しない場合は取締役会）で承認決議した場合、当社は、当該上場廃止日又は組織再編行為の

効力発生日前に、残存する本社債の全部（一部は不可）を額面 100円につき金 100円で繰上償

還しなければならない。 

(3) 当社は、本社債の発行日の翌日以降、本新株予約権付社債の社債権者（以下「本社債権者」又

は「本新株予約権付社債権者」という。）に対して予め 14 暦日前までに書面により通知した

うえ、残存する本社債の全部又は一部を額面 100円につき金 100円で、繰上償還することがで

きる。 

(4)  本新株予約権付社債権者は、(i)いずれかの取引日（第15項第(4)号ハに定義する。以下同じ。）

において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が 20 取引日連続して第 15

項第(4)号ニに定義する下限転換価額（但し、第 15 項第(4)号ホ乃至ヌにより転換価額が調整

される場合には、当該転換価額の調整に応じて適宜に調整されるものとする。）を下回った場

合、又は(ii)いずれかの 20 連続取引日間の当社普通株式の 1 取引日当たりの東京証券取引所

における普通取引の平均売買出来高が、平成 29 年６月１日（なお、同日は含まない。）に先

立つ 20 連続取引日間の当社普通株式の 1 取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の

平均売買出来高（但し、第 15項第(4)号ホ乃至ヌにより転換価額が調整される場合には、当該

転換価額の調整に応じて適宜に調整されるものとする。）の 50％を下回った場合には、その後

いつでも、償還日の 10 営業日前までに通知することにより、その保有する本社債の全部又は

一部を額面100円につき金100円で、繰上償還することを当社に対して請求する権利を有する。 

(5)  当社は、平成 29 年６月１日付の当社取締役会決議に基づき発行した第 12 回新株予約権のい
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ずれかをその発行要項第 14 項各号に基づき取得する場合、その取得日前に、残存する本社債

の全部（一部は不可）を額面 100円につき金 100円で繰上償還しなければならない。 

(6) 償還期限が銀行の休業日にあたる場合は、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

(7) 当社は、本社債権者と合意の上、本新株予約権付社債の発行後いつでも本新株予約権付社債を

買い入れることができる。買い入れた本新株予約権付社債について消却を行う場合、本社債又

は本新株予約権の一方のみを消却することはできない。 

14．本社債の利息支払の方法及び期限 

(1) 発行会社は、本社債の未払元本金額に対する利息を利率に応じて支払う。利息は、発行日（同

日を含む。）から償還期限（同日を含む。）までの期間の実日数につき 1年を 365日とする日

割計算により計算する。利息は 3月、6月、9月、及び 12月の最終営業日並びに償還期限又は

第 13項第(2)号乃至第(5)号に基づく本社債の繰上償還日に支払われる（かかる各支払日を「利

払日」という。）。 

(2) 利払日が銀行の休業日にあたる場合は、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

(3) 本新株予約権が行使された本社債について、当該本新株予約権の行使日（同日を含む。）まで

に発生した経過利息は、その直後に到来する利払日に支払う。 

15．本新株予約権の内容 

(1) 本社債に付された本新株予約権の数 

各本社債に付する本新株予約権の数は 1個とし、合計 48個の本新株予約権を発行する。 

(2) 本新株予約権と引換えにする金銭の払込み 

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

(3) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

イ. 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

ロ. 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行しまたはこれに代えて当社の有す

る当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行または処分を当社普通株式の「交付」とい

う。）する数は、行使請求に係る本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額を当該行使時点

において有効な転換価額（本項第(4)号ロで定義する。）で除した最大整数とする。ただし、

行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。 

(4)  本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

イ. 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債の全部とし、

出資される財産の価額は、当該本新株予約権に係る本社債の額面金額と同額とする。 
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ロ.  各本新株予約権の行使により交付する当社の普通株式の数を算定するにあたり用いられる価

額（以下「転換価額」という。）は、当初金 131円とする。但し、転換価額は本号ハ及びニに

定める修正及び本号ホ乃至ヌに定める調整を受ける。 

ハ. 本号ニを条件に、転換価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 90%に相当する金額（円位

未満小数第 3位まで算出し、小数第 3位の端数を切り上げた金額）に修正される。 

「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引

所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限も含

む。）があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。 

「修正日」とは、各転換価額の修正につき、本項第(9)号に定める本新株予約権の各行使請求

に係る通知を当社が受領した日（但し、当該通知を当社が受領した時点において、東京証券取

引所におけるその日の売買立会が終了している場合は、その翌取引日）をいう。 

ニ.  転換価額は 79円（但し、本号ホ乃至ヌによる調整を受ける。）（以下「下限転換価額」とい

う。）を下回らないものとする。上記の計算によると修正後の転換価額が下限転換価額を下回

ることとなる場合、転換価額は下限転換価額とする。下限転換価額は、本新株予約権付社債権

者全員との合意により変更することができる。 

ホ. 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号へに掲げる各事由により当社の発行済普通株式の

総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「転

換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整する。 

 

 

調整後 

転換価額 

 

＝ 

 

 

調整前 

転換価額 

 

× 

既発行

株式数 
＋ 

新発行・処分

株式数 
× 

1株当たりの

払込金額 

1株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

 

ヘ. 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期については、

次に定めるところによる。 

①本号チ②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保

有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但し、新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、そ

の他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会

社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割

当ての場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを

受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

②株式の分割により普通株式を発行する場合 
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調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③本号チ②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求

権付株式又は本号チ②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合（ただし、当社

の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプション及び譲

渡制限付株式を発行する場合を除く。） 

調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の

条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株

予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、

株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用

する。 

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む｡）の取得と引換えに本号チ②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する

場合 

調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤本号ヘ①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株

主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号ヘ①乃至③にかかわ

らず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、

当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に

対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。 

株式数 ＝ 

調整前 

転換価額 
－ 

調整後 

転換価額 
× 

調整前転換価額により 

当該期間内に交付された株式数 

調整後転換価額 

 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

ト. 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとど

まる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発

生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換

価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

チ. 転換価額調整式に係る計算方法 

①転換価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を四捨五入す

る。 

②転換価額調整式で使用する時価は、調整後転換価額が初めて適用される日（但し、本号へ⑤の

場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 連続取引日の東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、
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円位未満小数第 2位まで算出し、小数第 2位を四捨五入する。 

③転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を初めて適用する日の

1 ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普

通株式を控除した数とする。また、本号へ⑤の場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処

分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含

まないものとする｡ 

リ.  本号への転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株

予約権付社債権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。 

①株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換又は合併のために転換価額の調整を必要

とするとき。 

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を

必要とするとき。 

③転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の

算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

ヌ.  転換価額の調整を行うとき（下限転換価額が調整されるときを含む。）は、当社は、調整後

転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付社債権者に対し、かかる調整を行う旨及

びその事由、調整前転換価額、調整後転換価額（調整後の下限転換価額を含む。）並びにその

適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記ヘ⑤に定める場合その他適用開始

日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

(5) 本新株予約権を行使することができる期間 

平成 29年 6月 20日から平成 30年 6月 15日までとする。なお、第 13項第(2)号乃至第(5)号によ

る繰上償還の場合は、償還日の前営業日までとする。 

(6) 本新株予約権の行使の条件 

 各本新株予約権の一部行使はできない。 

(7) 本新株予約権の取得条項 

 本新株予約権の取得条項は、定めない。 

(8) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17条の

定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未

満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増

加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 
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(9) 本新株予約権の行使請求の方法 

本新株予約権を行使する場合、本項第(5)項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に

本項第(12)項記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項を FAX、電子メール又

は当社及び当該行使請求を行う本新株予約権付社債権者が合意する方法により通知するものとし、

行使請求が行われた場合、その後これを撤回することができないものとする。 

 (10)  本新株予約権の行使請求の効力発生日 

行使請求の効力は、行使請求に要する書類の全部が行使請求受付場所に到着した場合には、その到

着した日に発生する。 

(11) 株式の交付方法 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日の 3 銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又

は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付する。 

(12) 行使請求受付場所 

株式会社メディネット 管理本部総務部 

16．本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡は

できず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本

新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と本社債の利率、繰

上償還及び発行価額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値等を勘案して、本新株

予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。 

17．担保提供制限 

当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発行

する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のために

も担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付社債と

は、会社法第 2条第 22号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第 236条第１項第 3号の

規定に基づき、本新株予約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社債を出資の目的とすること

が新株予約権の内容とされたものをいう。 

18．期限の利益の喪失 

当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を失う。この場合、当社は、第 14項の未払利

息及び第 19項の損害金に加え、本社債につき額面 100円につき金 100円を、本社債権者に支払う。 

(1) 当社が、第 13項の規定に違反し、3銀行営業日以内にその履行がなされないとき。 

 (2) 当社が、本項第(1)号以外の本要項の規定に違背し、本社債権者から是正を求める通知を受領

した後 30日以内にその履行または是正をしないとき。 
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(3) 当社が本社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその

弁済をすることができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して

当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることがで

きないとき。 

(4) 当社または当社の取締役もしくは監査役が、当社の破産手続開始、民事再生手続開始、会社更

生手続開始もしくは特別清算開始の申立をし、または取締役会において解散（合併の場合を除

く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。 

(5)  当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清

算開始の命令を受けたとき。 

19．損害金 

当社が本社債に関する債務を履行しなかった場合、支払うべき金額に対し年 6％（年 365 日の日

割計算）の割合にあたる損害金を支払う。 

20．償還金支払事務取扱場所（償還金支払場所） 

株式会社メディネット 管理本部総務部 

21．本社債権者に通知する場合の公告の方法 

本社債権者に対する通知は、当社の定款所定の方法により公告を行う。ただし、法令に別段の定

めがあるものを除き、公告に代えて各本社債権者に対し直接書面により通知する方法によることが

できる。 

22．社債権者集会に関する事項 

(1)  本新株予約権付社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくと

も 3週間前までに本社債の社債権者集会を開く旨及び会社法第 719条各号所定の事項を公告ま

たは書面により通知する。 

(2)  本新株予約権付社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。 

(3)  本社債の発行価額の総額（償還済みの額を除く。）の 10分の１以上を保有する本社債権者は、

会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請

求することができる。 

23．費用の負担 

以下に定める費用は、当社の負担とする。 

(1)  第 21項に定める公告に関する費用 

(2)  第 22項に定める社債権者集会に関する費用 
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24．本新株予約権付社債の譲渡に関する事項 

本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

25．その他 

(1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(2) その他本新株予約権付社債発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 

 

以上 
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（別紙３） 

 

株式会社メディネット第 12回新株予約権（第三者割当） 

発行要項 

1．本新株予約権の名称 

株式会社メディネット第 12回新株予約権（第三者割当）（以下「本新株予約権」という｡） 

2．申込期間 

平成 29年６月 19日 

3．割当日 

平成 29年６月 19日 

4．払込期日 

平成 29年６月 19日 

5．募集の方法 

第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をマッコーリー・バンク・リミテッドに割り当て

る。 

6．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 12,500,000 株（本新株予約

権 1個当たりの目的である株式の数（以下「割当株式数」という｡）は 100株）とする。但し、下記

第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総

数は調整後割当株式数に応じて調整される。 

(2) 当社が第 11項の規定に従って行使価額（以下に定義する｡）の調整を行う場合には、割当株式

数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる 1 株未満の端数は切り捨てる。なお、か

かる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11項に定める調整前行使価額及び調整

後行使価額とする。 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

 

(3) 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 11項第(2)号及び第(5)号による行

使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 
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(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新

株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並び

にその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 11 項第(2)号⑤に定める場合その

他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれ

を行う。 

7．本新株予約権の総数 

125,000個 

8．各本新株予約権の払込金額 

新株予約権 1個当たり金 140円 

9．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式

数を乗じた額とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額（以下「行使価額」

という｡）は、当初 131円とする。但し、行使価額は第 10項に定める修正及び第 11項に定める調整

を受ける。 

10．行使価額の修正 

(1) 本第 10項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 90%に相当する金額

（円位未満小数第 3位まで算出し、小数第 3位の端数を切り上げた金額）に修正される。 

「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所

において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限も含む。）

があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。 

「修正日」とは、各行使価額の修正につき、第 16 項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求

に係る通知を当社が受領した日（但し、当該通知を当社が受領した時点において、東京証券取引所

におけるその日の売買立会が終了している場合は、その翌取引日）をいう。 

(2) 行使価額は 79 円（但し、第 11 項による調整を受ける。）（以下「下限行使価額」という。）

を下回らないものとする。上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとな

る場合、行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更

することができる。 

11．行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の

総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価
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額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

 

 

調整後 

行使価額 

 

＝ 

 

 

調整前 

行使価額 

 

× 

既発行

株式数 
＋ 

新発行・処分

株式数 
× 

1株当たりの

払込金額 

1株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、

次に定めるところによる。 

①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社

の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但し、新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、

その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び

会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割

当ての場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを

受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

②株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得

請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請

求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合（ただ

し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプショ

ン及び譲渡制限付株式を発行する場合を除く。） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の

条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株

予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、

株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用

する。 

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む｡）の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交

付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主

総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、
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調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基

準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対して

は、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。 

株式数 ＝ 

調整前 

行使価額 
－ 

調整後 

行使価額 
× 

調整前行使価額により 

当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとど

まる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、

行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこ

の差額を差し引いた額を使用する。 

(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2位まで算出し、小数第 2位を四捨五入す

る。 

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日（但し、本項第(2)

号⑤の場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 連続取引日の東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計

算は、円位未満小数第 2位まで算出し、小数第 2位を四捨五入する。 

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の

1 ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普

通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・

処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を

含まないものとする｡ 

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本

新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

①株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要

とするとき。 

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を

必要とするとき。 

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の

算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(6) 行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整されるときを含む。）は、当社は、調整後行

使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調

整前行使価額、調整後行使価額（調整後の下限行使価額を含む。）並びにその適用開始日その他必
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要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記

通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

平成 29年 6月 20日から平成 31年 6月 19日までとする。 

13．その他の本新株予約権の行使の条件 

 各本新株予約権の一部行使はできない。 

14．本新株予約権の取得 

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期

日の翌日以降、会社法第 273条及び第 274条の規定に従って 14暦日前までに通知をしたうえで、当

社取締役会で定める取得日に、本新株予約権 1 個当たり 140 円の価額で、本新株予約権者（当社を

除く。）の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合に

は、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本要項の他のいかなる規定にもかかわらず、

当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約

権者が得たいかなる情報も、適用ある日本の法令において未公開の重要情報又はインサイダー情報

その他の同様な未公開情報を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有

しないものとする。 

(2) 当社は、当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）をする場合、株式交換若しく

は株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証

券取引所において当社の普通株式が上場廃止が決定された場合、会社法第 273 条の規定に従って 14

暦日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権 1 個当たり 140 円

の価額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。本要項の他

のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、

かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、適用ある日本の法令において未公開の

重要情報又はインサイダー情報その他の同様な未公開情報を構成しないよう、当社が当該取得につ

いて開示をしない限り効力を有しないものとする。 

15．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17条の

定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未

満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増

加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

16．本新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に

第 20項記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項を FAX、電子メール又は当社

及び当該行使請求を行う本新株予約権者が合意する方法により通知するものとする。 
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(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額の全額を、現金にて第 21項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振

り込むものとする。 

(3) 本新株予約権の行使請求は、第 20 項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部

の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号

に定める口座に入金された日に効力が発生する。 

17．本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

18．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

19．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当予定先との間で締結される買取契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な

価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流

動性及び株価変動性（ボラティリティ）、当社に付与されたコール・オプション、割当予定先の権

利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提を置いて第三者算定機関が評価し

た結果を参考に、本新株予約権 1 個の払込金額を金 140 円とした。さらに、本新株予約権の行使に

際して出資される財産の価額は第 9 項に記載のとおりとし、行使価額は当初、平成 29 年５月 31 日

の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 100%相当額とした。 

20．行使請求受付場所 

株式会社メディネット 管理本部総務部 

21．払込取扱場所 

株式会社みずほ銀行 虎ノ門支店 

22．新株予約権行使による株式の交付 

 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日の 3 銀行営業日後の日に振替株式の新規記録

又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付する。 

23．その他 

(1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 (2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 

 

以上  


